
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（沖縄県教育委員会における

個人情報の保護に関する規則）

総 務 課

沖縄県教育委員会における個人情報の保護に関する規則について、教育委員会

会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和５年３月29日に沖縄県教育

委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項の規定

に基づき、教育長による臨時代理により制定したので、同規則第２項の規定によ

り報告する。

１ 規則の概要

個人情報の保護について必要な事項を定めた教育委員会規則

⑴ 沖縄県教育委員会における個人情報の保護に関する規則（令和５年沖縄県

教育委員会規則第10号）

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい

う。）の一部が改正され、令和５年４月１日から、地方公共団体においても

法が適用されることとなることから、個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年沖縄県条例第54号）を令和４年12月に制定し、法の施行に必要な

事項を定めるとともに、同条例の附則において現行の沖縄県個人情報保護条

例（平成17年沖縄県条例第２号）は廃止されることとなった。

また、知事部局においては、法及び条例の施行に必要な事項を定めるため、

「知事における個人情報の保護に関する規則」を定め令和５年４月１日に施

行するとともに、同規則の附則において知事が取り扱う個人情報の保護に関

する規則（平成17年沖縄県規則第23号）は廃止することとなっている。

⑵ 教育委員会においても、法及び条例に基づく知事部局の規則の規定の例に

より委員会規則を定める必要があることから、「沖縄県教育委員会における

個人情報の保護に関する規則」を制定する必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 法及び条例の規定に基づく沖縄県教育委員会における個人情報の保護につ

いては、知事における個人情報の保護に関する規則の規定の例による。

⑵ 沖縄県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成17年沖縄

県教育委員会規則第２号）を廃止する。（附則第２項）

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和５年３月31日

施行年月日 令和５年４月１日

令和５年第６回教育委員会会議 報告事項（３）
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縄
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情
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情
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縄
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縄
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２
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縄
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３
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令
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縄
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2
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縄
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縄
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す
る
。
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こ
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縄
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縄
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縄
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第
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は
、
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す
る
。
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